
海 外 赴 任 者 に 支 給 さ れ る 賞 与
　第335回

　三田さん：みらい先生、こんにちは。実は、今年の

９月から２年間、タイの子会社へ海外赴任することに

なりました。

　みらい：ついに念願の海外赴任ですね。頑張ってく

ださい。

　三田さん：ありがとうございます。しばらくは、タ

イ赴任の準備に追われそうです。実は、税金について

も調べているのですが、ちょっと気になっていること

があります。

　みらい：どのようなことですか？

　三田さん：はい、賞与の税金についてです。海外赴

任すると日本の税金はかからないと聞きました。うち

の会社は、冬の賞与が12月に支給されます。12月の

賞与は、タイへ出国した後に支給されるので日本の税

金はかからないのでしょうか？

　みらい：海外赴任者の税金については、まず、居住

者と非居住者の判定が必要です。三田さんの場合、２

年間の予定で海外赴任されるので、出国後は税務上の

非居住者に該当します。

　三田さん：そこまでは理解しています。

　みらい：次に「国内源泉所得」と「国外源泉所得」

に区分する必要があります。非居住者であっても「国

内源泉所得」については、日本でも税金の対象です。

　三田さん：ちょっと難しくなってきましたね。「国内

源泉所得」と「国外源泉所得」は、どのように区分す

ればいいのですか？

　みらい：賞与について言うと「日本国内での勤務に

基づく賞与」と「日本国外での勤務に基づく賞与」に

区分するということになります。具体的にご説明しま

すね。12月に支給される賞与の計算期間は、お分かり

になりますか？

　三田さん：たしか、12月賞与の計算期間は５月から

10月までだったと思います。

　みらい：ありがとうございます。その場合であれば、

賞与の計算期間である５月から10月までの勤務日数

を国内勤務日数と国外勤務日数に区分して、按分計算

します。８月31日までが日本勤務で、９月１日からタ

イ勤務だとすると、国内勤務の日数は123日です。計

算期間全体の日数が184日なので、そのうちの国内勤

務123日分で按分した金額が国内源泉所得です。例え

ば、賞与金額が100万円の場合、下記の算式で按分計

算します。

　100万円×123日÷184日≒66.8万円

　三田さん：そうすると国内源泉所得があるので、海

外赴任中であっても日本の税金がかかってしまうとい

うことですね。

　みらい：はい、その通りです。なお、この場合の税

率は20.42％です。

　三田さん：12月なので、私が日本を出国した後にな

りますが、確定申告などの手続きをする必要はありま

すか？

　みらい：賞与の税金は会社が源泉徴収するので、三

田さんが日本で手続きをする必要はありません。ただ、

日本国内で勤務しているときとは税金の計算が異なり

ます。その点については、会社に確認しておいた方が

いいと思います。

　三田さん：よく分かりました。ありがとうございま

した。
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